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今
年
度
の
保
険
料
額
が
決
定

軽
減
内
容
を
一
部
変
更

　
保
険
料
は
被
保
険
者
の
一
人
一

人
に
課
せ
ら
れ
、
等
し
く
負
担
す

る
「
均
等
割
額
」
と
、
前
年
の
所

得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割

額
」
の
合
計
で
決
ま
り
ま
す
。
保

険
料
額
（
年
額
）
の
上
限
は
62
万

円
で
、
所
得
の
低
い
人
は
保
険
料

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
31
年
度
の
保
険
料
額
決
定

通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
り
ま

す
。
均
等
割
額
の
軽
減
な
ど
に
つ

い
て
一
部
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

変
更
内
容
は
次
の
通
り
。

【
均
等
割
額
の
軽
減
割
合
を
変
更
】

　
平
成
30
年
中
の
世
帯
（
世
帯
主

と
世
帯
内
の
被
保
険
者
）
の
「
総

所
得
金
額
等
」
が
33
万
円
以
下

で
、
公
的
年
金
等
控
除
額
を
80
万

円
で
計
算
し
た
と
き
、
世
帯
内
の

被
保
険
者
全
員
の
所
得
が
０
円
の

人
（
本
則
７
割
軽
減
）
の
軽
減
割

合
が
９
割
か
ら
８
割
に
変
更
。

【
軽
減
対
象
者
を
拡
大
】

　

5
割
軽
減
の
対
象
者
は
、「
総

所
得
金
額
等
」
が
33
万
円
＋
28
万

円
×
被
保
険
者
数
の
人
に
、
２
割

軽
減
の
対
象
者
は
33
万
円
＋
51
万

円
×
被
保
険
者
数
の
人
に
拡
大
。

【
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
軽
減
期

間
を
２
年
間
に
変
更
】

　
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
会
社

の
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険

の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
均
等
割

額
の
軽
減
措
置（
５
割
軽
減
）が
、

加
入
後
２
年
間
に
変
更
。
平
成
29

年
４
月
以
前
に
加
入
し
た
人
は
、

今
年
度
以
降
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

７
月
中
に
送
付

　
75
歳
以
上
の
人
と
一
定
の
障
が

い
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
65
歳
以

上
の
人
に
、
８
月
１
日
㈭
か
ら
使

え
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
」
と
「
限
度
額
適
用
（
標
準

負
担
額
減
額
）
認
定
証
」
を
７
月

末
ま
で
に
送
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
状
況
に
よ
っ

て
、
有
効
期
限
が
短
い
被
保
険
者

証
を
送
付
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保

険
収
納
課
に
早
め
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、一
部
負
担
金
の
割
合
は
、

31
年
度
の
住
民
税
課
税
所
得
と
30

年
中
の
収
入
額
を
も
と
に
判
定
。

世
帯
状
況
の
異
動
や
所
得
の
更
正

に
よ
り
、
随
時
変
更
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
で

負
担
割
合
を
下
げ
ら
れ
ま
す

　
負
担
割
合
が
３
割
と
判
定
さ
れ

て
い
る
人
の
う
ち
、
収
入
額
が
一

定
の
基
準
額
以
下
の
人
は
、
申
請

す
る
と
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
に
、

６
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。申
請
が
認
め
ら
れ
る
と
、

７
月
12
日
㈮
ま
で
に
提
出
し
た
人

は
、
１
割
負
担
の
被
保
険
者
証
が

届
き
ま
す
。
７
月
12
日
以
降
に
提

出
す
る
と
、
３
割
負
担
の
被
保
険

者
証
が
届
き
、
申
請
し
た
月
の
翌

月
か
ら
１
割
負
担
と
な
っ
た
被
保

険
者
証
が
後
日
届
き
ま
す
。

今
年
度
の
保
険
税
・
料
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

昨
年
か
ら
の
変
更
点
を
掲
載

対
象
者
に
送
付
す
る
各
保
険
・
制
度
の
案
内
や

同
封
の
冊
子
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

2 万 1,105 円

3 万 3,768 円

4 万 0,803 円

平成 31 年度
市の介護保険料（抜粋）
所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

平成 30 年度

2万 5,326 円

3 万 9,396 円

4 万 2,210 円

▶

▶

▶

今
年
度
の
保
険
料
額
が
決
定

保
険
料
を
一
部
引
き
下
げ

　
平
成
31
年
度
の
介
護
保
険
料
納

入
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
り
ま

す
。
保
険
料
の
一
部
引
き
下
げ
が

あ
り
ま
し
た
。
変
更
内
容
は
次
の

通
り
。

【
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の

人
の
保
険
料
を
引
き
下
げ
】

　
10
月
か
ら
の
消
費
税
増
税
に
伴

い
、
住
民
票
で
の
世
帯
全
員
が
市

民
税
非
課
税
の
人
（
第
１
～
３
段

階
）
の
介
護
保
険
料
が
、
下
表
の

通
り
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証

７
月
中
に
送
付

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
に
、
介
護
保
険
負
担
割

合
証
を
７
月
末
ま
で
に
送
り
ま

す
。
有
効
期
間
は
、
８
月
１
日
か

ら
令
和
２
年
７
月
31
日
ま
で
で

す
。
新
し
い
負
担
割
合
証
は
担
当

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
ま
た
は
施
設
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

介
護
保
険
制
度

問
い
合
わ
せ　
医
療
助
成
・
年
金
課　

（
７
４
０
）１
１
０
８

問
い
合
わ
せ　
介
護
保
険
課　

（
７
４
０
）１
１
４
８

日　時　９月 15 日㈰午後１時―３時
場　所　アステホール
対　象　国民健康保険加入者
定　員　200 人（定員超過の場合は抽選）
　参加希望者は、
６月下旬に全戸配
布したリーフレッ
トに添付の申し込
みハガキ、または
市ホームページか
ら８月９日㈮（消
印有効）までに申
し込んでください。

今
年
度
の
保
険
税
額
が
決
定

軽
減
内
容
な
ど
を
一
部
変
更

　
保
険
税
は
被
保
険
者
が
い
る
世

帯
の
世
帯
主
に
課
せ
ら
れ
、
税
額

は
前
年
の
所
得
や
被
保
険
者
数
に

よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

　
平
成
31
年
度
の
納
税
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
り
ま
す
。
今
年
度

は
税
率
改
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
課
税
限
度
額
と
軽
減
制
度
な
ど

に
つ
い
て
一
部
変
更
が
あ
り
ま
し

た
。
変
更
内
容
は
次
の
通
り
。

【
課
税
限
度
額
の
一
部
を
引
き
上

げ
】

　
医
療
給
付
費
分
の
課
税
限
度
額

が
、58
万
円
か
ら
61
万
円
に
変
更
。

【
軽
減
制
度
の
条
件
を
拡
大
】

　
「
軽
減
判
定
所
得
」
が
、
33
万

円
＋
28
万
円
×
（
被
保
険
者
数
＋

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し

た
人
の
数
）
以
下
の
世
帯
の
人
が

5
割
軽
減
に
、
33
万
円
＋
51
万
円

×
（
被
保
険
者
数
＋
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
し
た
人
の
数
）

以
下
の
世
帯
の
人
が
２
割
軽
減
に

対
象
者
を
拡
大
。

【
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
減
免
期

間
を
２
年
間
に
変
更
】

　
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
本
人

が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

す
る
こ
と
で
、
新
た
に
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
た
被
扶
養
者
（
65

歳
以
上
75
歳
未
満
）
の
均
等
割
額

と
平
等
割
額
の
減
免
措
置
（
５
割

減
免
）
が
、
加
入
後
２
年
間
に
変

更
。
平
成
29
年
４
月
以
前
に
加
入

し
た
人
は
、
今
年
度
以
降
減
免
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
平
成
29
年
５

月
以
降
に
加
入
し
た
人
は
、
加
入

し
た
月
か
ら
25
カ
月
目
か
ら
減
免

適
用
が
な
く
な
り
ま
す
。
な
お
、

所
得
割
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
全
額
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

離
職
時
な
ど
の
減
免
制
度

　
災
害
で
損
害
を
受
け
た
、
倒
産

や
解
雇
に
よ
っ
て
離
職
し
た
、
休

（
廃
）
業
し
た
と
き
な
ど
は
、
申

請
に
よ
り
保
険
税
の
減
免
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
期

限
の
５
日
前
ま
で
に
国
民
健
康
保

険
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
喪
失
後
の

医
療
機
関
の
受
診
に
注
意

　
就
職
や
転
出
な
ど
で
、
社
会
保

険
な
ど
の
新
し
い
健
康
保
険
に
加

入
し
た
人
は
、
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
証
を
使
用
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
く
ま

国
民
健
康
保
険

問
い
合
わ
せ　
国
民
健
康
保
険
課　

（
７
４
０
）１
１
７
０

で
に
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る

場
合
は
、
社
会
保
険
な
ど
へ
の
加

入
手
続
き
中
で
あ
る
こ
と
を
医
療

機
関
な
ど
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
誤
っ
て
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
証
を
使
用
し
て
受
診
し
た
場

合
は
、
後
日
国
民
健
康
保
険
の
給

付
費
相
当
額
を
返
還
し
て
も
ら
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

７
月
中
に
送
付

　
70
歳
以
上
の
人
に
、
８
月
１
日

㈭
か
ら
使
え
る
「
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
」
を
世
帯
主
宛
て

で
個
人
ご
と
に
７
月
末
ま
で
に
送

り
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
は
新
し

い
受
給
者
証
を
被
保
険
者
証
と
一

緒
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

プロに学ぶ
健康食とストレッチ
EXILEフィジカルトレーナー健康セミナー

問い合わせ　国民健康保険課　 （740）2006

【納付方法】特別徴収（年金天
引き）か普通徴収（納付書払い
や口座振替）のいずれか。納付
書が届いた人は、納期限までに
納付してください。
問い合わせ　
保険収納課　 （740）1177
介護保険課　 （740）1148
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